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中
国
国
際
私
法
草
案
「
建
議
稿
」
中
の 

国
際
相
続
法
規
定

徐
　
　
瑞
静

一
　
は
じ
め
に

　

本
報
告
に
お
い
て
は
、
東
洋
法
学
第
五
六
巻
第
三
号
に
発
表
し
た
中

国
国
際
私
法
草
案
「
建
議
稿
」
の
国
際
婚
姻
法
規
定
、
前
報
告
に
お
け

る
国
際
親
子
法
規
定
等
に
引
き
続
き
、
相
続
の
部
分
に
お
い
て
、
黄
進

編
『
中
華
人
民
共
和
国
法
律
関
係
適
用
法
建
議
稿
』（
法
律
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）
に
依
拠
し
て
言
及
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
第
三
六
条
「
法
定
相
続
」
に
つ
い
て

　

渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
第
三
一
条
は
、「
法
定
相
続
に
つ
い
て

は
、
被
相
続
人
の
死
亡
当
時
の
常
居
所
地
の
法
律
を
適
用
す
る
。
但

し
、
不
動
産
の
法
定
相
続
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
の
所
在
地
の
法
律
を

適
用
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
建
議
稿
第
三
六
条
「
法
定
相
続
」
は
、
次
の
よ
う

な
規
定
で
あ
る
。

　
「
遺
産
の
法
定
相
続
は
、
被
相
続
人
死
亡
時
の
常
居
所
地
法
を
適
用

す
る
。
不
動
産
の
法
定
相
続
は
、
不
動
産
所
在
地
法
を
適
用
す
る
。」

　

本
条
は
、
法
定
相
続
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
如
何
よ
う
に
渉
外
相

続
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
か
は
、
今
日
、
諸
国
国
際
私
法
に
お
い
て

は
、
統
一
さ
れ
た
原
則
は
確
立
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
諸
国
国
際
私

法
立
法
、
司
法
実
践
お
よ
び
国
際
条
約
規
定
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
渉
外

法
定
相
続
準
拠
法
選
択
規
則
は
、
主
に
被
相
続
人
の
本
国
法
、
被
相
続

人
の
住
所
地
法
、
遺
産
所
在
地
法
な
ど
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
「
死

亡
に
よ
る
財
産
の
相
続
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
は
被
相
続

人
の
常
居
所
地
法
を
採
用
し
、
場
合
に
よ
り
、
そ
の
中
の
一
つ
を
採
用

し
、
ま
た
、
場
合
に
よ
り
、
そ
の
中
の
二
つ
以
上
の
法
律
を
混
合
的
に

採
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
被
相
続
人
の
本
国
法
と
遺
産
所
在
地
法
と

を
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
、
場
合
に
よ
り
、
被
相
続
人
の
住
所
地
法
と
遺

産
所
在
地
法
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
（
黄
・
前
掲
書
六
九
頁
参
照
）。

　

渉
外
相
続
法
律
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
主
に
、
統
一
主
義
と
分
割
主

義
が
あ
る
。
統
一
主
義
か
ら
、
被
相
続
人
死
亡
時
の
住
所
地
法
、
ま

た
、
被
相
続
人
死
亡
時
の
本
国
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
分
割
主
義

は
、
英
米
法
系
諸
国
、
お
よ
び
、
若
干
の
大
陸
法
系
諸
国
に
よ
っ
て
採

用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
英
国
法
は
、
不
動
産
相
続
に
つ
い
て
不
動

産
所
在
地
法
を
適
用
す
る
。
動
産
相
続
に
つ
い
て
は
死
者
の
（
死
亡
時

の
）
住
所
地
法
を
適
用
す
る
。
中
国
の
現
行
立
法
も
分
割
主
義
を
採
用

し
て
い
る
（
黄
・
前
掲
書
六
九
頁
以
下
参
照
）。

　

統
一
主
義
は
、
単
一
主
義
と
も
呼
ば
れ
て
、
遺
産
が
動
産
で
あ
る
か

不
動
産
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
続
関
係
を
一
つ
の
全
体
と
し

て
、
そ
れ
に
同
一
実
体
法
を
適
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
死
亡

時
の
属
人
法
（
本
国
法
ま
た
は
住
所
地
法
）
で
あ
る
。
統
一
主
義
は
、

一
九
世
紀
後
半
か
ら
優
勢
に
な
っ
た
が
、
今
日
、
統
一
主
義
を
採
用
す
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る
国
家
は
少
な
く
な
い
、
そ
の
中
、
被
相
続
人
本
国
法
主
義
を
採
用
す

る
国
家
と
被
相
続
人
住
所
地
法
主
義
を
採
用
す
る
国
家
が
あ
る
。
統
一

主
義
は
幾
つ
か
の
国
際
立
法
上
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
一
九
二
八
年
の
「
ブ
ス
タ
マ
ン
テ
法
典
」
第
七
条
が
、
相
続
は
被

相
続
人
の
属
人
法
に
従
う
と
規
定
し
て
い
る
。
当
該
属
人
法
と
は
住
所

地
法
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
本
国
法
で
あ
る
か
は
明
確
に
指
摘
せ
ず
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
関
連
国
家
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
。
前
出

の
ハ
ー
グ
条
約
に
お
い
て
も
統
一
主
義
が
採
用
さ
れ
て
、
同
条
約
第
三

条
は
、
ま
ず
、
相
続
が
死
者
死
亡
時
に
常
居
所
地
を
有
し
、
か
つ
、
そ

の
国
民
で
あ
る
国
家
の
法
律
に
支
配
さ
れ
る
と
定
め
。
同
時
に
、
死
者

の
死
亡
時
に
少
な
く
と
も
五
年
以
上
常
居
所
地
を
有
す
る
国
家
の
法
律

に
支
配
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
死
者
の
死
亡
時
に
明
ら
か
に
そ
の
者
の

国
籍
所
属
国
と
密
接
関
連
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
国
家
の
法
律
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
他
の
状
況
の
下
に
お
い
て
は
、
相
続
は
、

死
者
の
死
亡
時
の
本
国
法
に
支
配
さ
れ
る
。
死
者
の
死
亡
時
に
明
ら
か

に
そ
の
他
の
国
家
と
密
接
関
連
を
有
す
る
場
合
は
、
当
該
そ
の
他
の
国

家
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
条
約
第
五

条
第
一
項
は
、
被
相
続
人
は
い
ず
れ
か
の
国
家
の
法
律
を
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
指
定
時
ま
た
は
死
亡
時
に
被
相
続
人
に

よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
国
家
の
国
民
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
当
該
国
に
常

居
所
地
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
指
定
が
有
効
と
さ
れ
る
。
条
約
は

未
だ
発
効
し
て
お
ら
ず
、
相
続
領
域
に
お
い
て
は
、
実
体
法
の
統
一
の

み
な
ら
ず
、
抵
触
法
の
統
一
に
も
数
多
く
の
課
題
が
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
（
黄
・
前
掲
書
七
〇
頁
参
照
）。

　

二
〇
〇
五
年
、
欧
州
委
員
会
は
、
相
続
準
拠
法
に
関
す
る
議
定
書
に

お
い
て
、
相
続
事
件
は
被
相
続
人
の
常
居
所
地
の
関
連
当
局
が
管
轄
す

る
こ
と
を
提
案
し
、
か
つ
、
相
続
に
は
、
被
相
続
人
の
常
居
所
地
法
を

適
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
被
相
続
人
は
、
遺
言
に
つ
い
て
は
、
そ

の
国
籍
国
法
を
選
択
し
、
す
べ
て
の
相
続
問
題
を
そ
れ
に
よ
っ
て
支
配

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
黄
・
前
掲
書
七
〇
頁
参
照
）。

　

中
国
現
行
立
法
お
よ
び
実
践
は
、
分
割
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
が
実

行
性
及
び
現
実
性
を
有
し
、
と
り
わ
け
、
現
行
立
法
と
実
践
と
の
一
致

を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
う
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
条
は
分
割
主

義
を
採
用
す
る
前
提
と
し
て
、
遺
産
の
法
定
相
続
の
表
現
を
採
り
入
れ

て
動
産
の
法
定
相
続
に
代
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
遺
産
と
い
う
概
念

が
、
相
続
す
る
債
権
と
権
利
な
ど
を
包
括
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

被
相
続
人
の
死
亡
時
の
住
所
地
法
を
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
常
居
所
地

法
に
変
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
際
的
に
、
被
相
続
人
の
常
居
所
地
法

が
新
た
に
採
用
さ
れ
た
処
理
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
例
え
ば
、
前

出
ハ
ー
グ
条
約
の
よ
う
に
、
民
事
主
体
が
常
居
所
地
法
を
属
人
法
と
す

る
規
定
と
調
和
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
黄
・
前
掲
書
七
〇
頁
以
下
参
照
）。

三
　
第
三
七
条
「
遺
言
作
成
能
力
」
に
つ
い
て

　

建
議
稿
第
三
七
条
「
遺
言
作
成
能
力
」
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ

る
。

　
「
遺
言
作
成
能
力
は
、
遺
言
者
の
遺
言
作
成
時
の
本
国
法
、
住
所
地

法
ま
た
は
常
居
所
地
法
を
適
用
す
る
。
上
述
の
法
律
に
基
づ
い
て
遺
言
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者
が
遺
言
作
成
で
き
な
い
が
、
遺
言
行
為
地
法
に
よ
っ
て
遺
言
作
成
能

力
を
有
す
る
場
合
、
遺
言
作
成
能
力
を
有
す
る
と
見
做
す
。」

　

本
条
は
、
遺
言
作
成
能
力
に
関
す
る
法
律
適
用
の
規
定
で
あ
る
。
遺

言
者
が
遺
言
を
通
じ
て
そ
の
財
産
を
処
分
す
る
能
力
を
有
す
る
か
否
か

は
、
遺
言
の
実
質
的
成
立
要
件
に
属
す
る
。
諸
国
に
お
け
る
遺
言
作
成

能
力
に
関
す
る
規
定
に
は
違
い
が
あ
り
、
幾
つ
か
の
国
家
は
、
被
相
続

人
の
遺
言
作
成
能
力
に
つ
い
て
、
行
為
能
力
と
一
致
す
る
方
法
を
採
用

し
て
い
る
。
そ
の
他
の
幾
つ
か
の
国
家
は
遺
言
作
成
能
力
と
行
為
能
力

に
つ
き
、
異
な
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
遺
言
作
成
能
力
を
有
し
な

い
者
に
関
し
て
も
、
諸
国
は
異
な
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
幾
つ
か
の

国
家
は
、
未
成
年
者
ま
た
は
精
神
病
患
者
は
遺
言
作
成
能
力
を
有
し
な

い
と
か
、
無
行
為
能
力
ま
た
は
制
限
行
為
能
力
な
ど
を
宣
告
さ
れ
た
者

は
遺
言
作
成
能
力
を
有
し
な
い
と
規
定
し
て
い
る
（
黄
・
前
掲
書
七
一

頁
参
照
）。

　

遺
言
作
成
能
力
に
関
す
る
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
当
事
者

の
属
人
法
に
よ
っ
て
解
決
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
が
、
幾
つ
か
の
国
家

の
立
法
は
、
遺
言
作
成
能
力
に
関
す
る
準
拠
法
に
つ
い
て
特
別
の
規
定

を
設
け
て
お
ら
ず
、
中
国
も
そ
の
よ
う
な
国
で
あ
る
。
明
文
規
定
を
設

け
て
い
る
国
々
に
お
い
て
は
、
被
相
続
人
の
本
国
法
、
被
相
続
人
の
常

居
所
地
法
ま
た
は
住
所
地
法
を
採
用
し
て
い
る
。
本
条
は
ス
イ
ス
法
と

類
似
し
、
そ
の
目
的
は
遺
言
を
で
き
る
限
り
有
効
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
本
条
は
、
更
に
、
上
述
し
た
被
相
続
人
の
属
人
法
の
中
の
一
つ
に

基
づ
い
て
、
遺
言
者
が
遺
言
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
遺

言
作
成
地
法
に
よ
っ
て
遺
言
作
成
能
力
を
有
す
る
場
合
は
、
遺
言
能
力

を
有
す
る
と
見
做
す
内
容
を
規
定
し
て
い
る
（
黄
・
前
掲
書
七
一
頁
参

照
）。

四
　
第
三
八
条
「
遺
言
方
式
」
に
つ
い
て

　

渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
第
三
二
条
は
、「
遺
言
の
方
式
が
、
遺

言
者
の
遺
言
作
成
当
時
若
し
く
は
死
亡
当
時
の
常
居
所
地
の
法
律
、
国

籍
国
の
法
律
ま
た
は
遺
言
の
行
為
地
の
法
律
に
適
合
す
る
と
き
は
、
遺

言
は
い
ず
れ
も
成
立
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
建
議
稿
第
三
八
条
「
遺
言
方
式
」
は
、
次
の
よ
う

な
規
定
で
あ
る
。

　
「
遺
言
方
式
は
、
以
下
の
法
律
の
一
つ
に
符
合
す
る
場
合
に
は
、
有

効
と
す
る
。

　
（
一
）
遺
言
作
成
行
為
地
法

　
（
二
）
遺
言
者
の
遺
言
作
成
時
ま
た
は
死
亡
時
の
本
国
法

　
（
三
）
遺
言
者
の
遺
言
作
成
時
ま
た
は
死
亡
時
の
住
所
地
法

　
（
四
）
遺
言
者
の
遺
言
作
成
時
ま
た
は
死
亡
時
の
常
居
所
地
法

　

但
し
、
不
動
産
に
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
不
動
産
所
在
地
法
を
適
用

す
る
。

　

前
項
二
項
の
規
定
は
、
取
消
以
前
の
遺
言
の
遺
言
方
式
に
も
適
用
す

る
。」

　

本
条
は
、
遺
言
の
方
式
に
関
す
る
準
拠
法
規
定
で
あ
る
。
遺
言
の
方

式
に
関
す
る
準
拠
法
は
、
今
日
に
お
け
る
立
法
趨
勢
が
、
で
き
る
限
り

遺
言
を
有
効
と
す
る
た
め
、
立
法
技
術
に
お
い
て
柔
軟
な
選
択
的
規
則
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を
採
り
入
れ
、
と
り
わ
け
、
一
九
六
一
年
の
「
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法

に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
の
発
効
後
に
、
多
く
の
国
々
の
国
内
立
法
が

類
似
の
規
則
を
設
け
た
。
ま
た
、
直
接
、
同
条
約
を
適
用
す
る
こ
と
を

立
法
に
定
め
て
い
る
。
本
条
第
一
項
及
び
第
二
項
は
、
右
ハ
ー
グ
条
約

の
規
定
に
鑑
み
、
第
三
項
は
、
さ
ら
に
、
遺
言
取
消
の
方
式
に
も
適
用

す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
（
黄
・
前
掲
書
七
二
頁
参
照
）。

五
　
第
三
九
条
「
遺
言
内
容
と
効
力
」
に
つ
い
て

　

渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
第
三
三
条
は
、「
遺
言
の
効
力
に
つ
い

て
は
、
遺
言
者
の
遺
言
作
成
当
時
若
し
く
は
死
亡
当
時
の
常
居
所
地
の

法
律
ま
た
は
国
籍
国
の
法
律
を
適
用
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
建
議
稿
第
三
九
条
「
遺
言
内
容
と
効
力
」
は
、
次

の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

　
「
遺
言
の
内
容
お
よ
び
効
力
は
、
遺
言
者
が
明
示
的
に
選
択
し
た
そ

の
遺
言
作
成
時
ま
た
は
死
亡
時
の
本
国
法
、
住
所
地
法
若
し
く
は
常
居

所
地
法
を
適
用
す
る
。
遺
言
者
が
法
選
択
し
て
い
な
い
と
き
は
、
上
述

し
た
法
律
の
中
、
遺
言
成
立
に
最
も
有
利
と
な
る
法
律
を
適
用
す
る
。」

　

本
条
は
、
遺
言
内
容
と
効
力
に
関
す
る
法
律
適
用
規
定
で
あ
る
。
遺

言
の
実
質
内
容
と
効
力
問
題
に
つ
い
て
は
、
法
定
相
続
の
準
拠
法
を
採

用
し
、
一
般
に
、
遺
言
作
成
時
ま
た
は
遺
言
成
立
時
の
被
相
続
人
の
属

人
法
（
本
国
法
）
を
採
用
す
る
が
、
一
定
の
程
度
、
意
思
自
治
原
則
が

採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。（
黄
・
前
掲
書
七
二
頁
参
照
）。

　

中
国
の
立
法
は
明
確
な
規
定
を
設
け
ず
、
建
議
稿
が
遺
言
の
内
容
と

効
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
、
明
確
に
規
定
す
る
態
度
を
採
り
、
本
条
の

具
体
的
な
構
造
は
、
関
連
立
法
の
内
容
を
考
慮
し
て
、
意
思
自
治
ま
た

は
被
相
続
人
の
属
人
法
の
採
用
を
認
め
る
。
同
時
に
、
な
る
べ
く
遺
言

を
有
効
と
す
る
原
則
を
継
受
し
、
ま
ず
被
相
続
人
が
明
示
的
に
遺
言
内

容
と
効
力
を
支
配
す
る
法
の
選
択
す
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
の
選
択

範
囲
は
、
遺
言
作
成
時
の
本
国
法
、
住
所
地
法
ま
た
は
常
居
所
地
法
に

限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
他
の
国
家
の
法
律
と
比
べ
て
、
本
条
の
選
択

範
囲
は
比
較
的
に
広
い
と
み
ら
れ
る
。
同
時
に
、
被
相
続
人
が
選
択
を

行
わ
な
い
場
合
に
は
、
上
述
の
法
律
の
中
、
遺
言
成
立
に
有
利
と
な
る

法
律
を
適
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
黄
・
前
掲
書
七
三
頁
参
照
）。

六
　
第
四
〇
条
「
相
続
人
不
存
在
の
遺
産
の
処
理
」
に
つ
い
て

　

渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
第
三
五
条
は
、「
遺
産
を
相
続
す
る
者

が
い
な
い
と
き
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
当
時
の
遺
産

の
所
在
地
の
法
律
を
適
用
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
建
議
稿
第
四
〇
条
「
相
続
人
不
存
在
の
遺
産
の
処

理
」
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

　
「
相
続
人
不
存
在
の
財
産
の
処
理
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
死
亡
時
の

遺
産
所
在
地
法
を
適
用
す
る
。」

　

本
条
は
、
相
続
人
不
存
在
の
財
産
の
処
理
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
。
多
く
の
国
々
の
法
律
は
一
般
に
国
庫
ま
た
は
そ
の
他
の
公
共
団
体

に
属
す
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
国
家
ま
た
は
公
共
団
体

は
如
何
な
る
資
格
で
当
該
財
産
を
取
得
し
た
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
、

二
つ
の
異
な
る
主
張
が
あ
る
。
一
つ
は
、
無
主
物
先
占
説
で
あ
り
、
国

家
領
土
主
権
に
よ
り
、
国
家
が
相
続
人
不
存
在
の
財
産
を
無
主
物
と
見
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做
し
、
先
占
権
を
通
じ
て
、
相
続
人
不
存
在
の
財
産
を
取
得
す
る
と
主

張
す
る
。
二
つ
目
は
、
法
定
相
続
人
説
で
あ
り
、
国
家
が
最
終
的
な
法

定
相
続
人
と
し
て
相
続
人
不
存
在
財
産
を
取
得
す
る
と
主
張
す
る

（
黄
・
前
掲
書
七
三
頁
参
照
）。

　

諸
国
が
相
続
人
不
存
在
財
産
を
取
得
す
る
根
拠
に
つ
い
て
異
な
る
認

識
を
有
す
る
た
め
、
そ
の
帰
属
を
解
決
す
る
際
に
抵
触
を
生
じ
る
可
能

性
が
あ
る
。
一
九
八
五
年
の
「
中
華
人
民
共
和
国
相
続
法
」
第
三
二
条

は
、「
相
続
人
ま
た
は
受
贈
者
の
い
な
い
財
産
は
、
国
家
の
所
有
に
帰

属
す
る
。
死
者
が
、
生
前
、
団
体
所
有
制
組
織
の
構
成
員
で
あ
る
場
合

に
は
、
団
体
所
有
制
組
織
の
所
有
に
帰
属
す
る
。」
と
規
定
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
規
定
は
、
中
国
域
内
に
在
る
相
続
人
ま
た
は
受

贈
者
の
い
な
い
財
産
は
、
国
家
に
帰
属
す
る
か
、
ま
た
は
、
団
体
所
有

制
組
織
に
帰
属
す
る
と
定
め
て
い
る
（
黄
・
前
掲
書
七
三
頁
参
照
）。

　

相
続
人
不
存
在
の
財
産
の
法
律
選
択
規
則
に
つ
い
て
は
、
主
に
、
二

つ
の
解
決
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
被
相
続
人
の
属
人
法
を
適
用
す
る

立
場
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
二
つ
は
、

財
産
所
在
地
法
を
適
用
す
る
立
場
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
な
ど
の
場
合
で
あ
る
。
被
相
続
人
の
属

人
法
を
主
張
す
る
国
々
は
、
殆
ど
相
続
人
が
そ
れ
を
取
得
す
る
と
し
、

他
方
、
遺
産
所
在
地
法
を
主
張
す
る
国
々
は
、
殆
ど
先
占
に
よ
っ
て
そ

れ
を
取
得
す
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
第
二
九
条

は
、
第
二
八
条
一
項
に
掲
げ
た
法
律
に
よ
り
、
遺
産
相
続
人
が
い
な
い

場
合
、
ま
た
は
、
地
方
当
局
が
法
定
相
続
人
と
な
る
場
合
、
各
状
況
の

も
と
に
、
被
相
続
人
死
亡
時
に
お
け
る
遺
産
所
在
地
国
の
法
律
を
基
準

に
し
、
被
相
続
人
死
亡
時
の
属
人
法
（
本
国
法
）
を
適
用
し
な
い
こ
と

を
定
め
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
財
産
が
イ
ギ
リ
ス
に
在
る

場
合
、
遺
産
所
在
地
法
の
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
り
、
財
産
は
イ
ギ
リ
ス
王

室
が
特
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
場

合
に
は
、
相
続
の
準
拠
法
と
全
く
関
連
し
な
い
（
黄
・
前
掲
書
七
三
頁

以
下
参
照
）。

　

相
続
人
不
存
在
財
産
の
帰
属
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
五
年
の

「
中
華
人
民
共
和
国
相
続
法
」、
お
よ
び
、
一
九
八
六
年
の
「
中
華
人
民

共
和
国
民
法
通
則
」
の
い
ず
れ
に
も
明
確
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
八
年
の
「
最
高
人
民
法
院
〈
中
華
人
民
共

和
国
民
法
通
則
〉
貫
徹
執
行
に
関
す
る
若
干
問
題
の
意
見
（
試
行
）」

第
一
九
一
条
は
、
次
の
解
釈
規
定
を
設
け
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り

で
あ
る
。「
中
国
域
内
に
お
い
て
死
亡
し
た
外
国
人
が
中
国
域
内
に
遺

し
た
財
産
に
つ
い
て
、
相
続
人
ま
た
は
受
贈
者
が
い
な
い
場
合
、
中
国

の
法
律
に
よ
っ
て
処
理
す
る
。
両
国
が
締
結
ま
た
は
加
盟
し
た
国
際
条

約
に
そ
の
他
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。」
と
規
定
し

て
い
る
。
外
国
人
の
中
国
域
内
の
遺
産
は
、
中
国
法
す
な
わ
ち
遺
産
所

在
地
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
と
言
え
る
。
中
国
は
す
で
に
四
〇
余
り

の
国
々
と
領
事
条
約
を
締
結
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
派
遣
国
国
民
の
受
入

国
に
お
け
る
遺
産
相
続
問
題
に
関
連
す
る
内
容
を
規
定
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
相
続
人
不
存
在
財
産
お
よ
び
そ
の
法
律
適
用
問
題
を
明
確
に

し
て
お
ら
ず
、
殆
ど
、
領
事
は
派
遣
国
国
民
の
受
入
国
に
遺
し
た
遺
産
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事
務
を
処
理
す
る
と
き
、
受
入
国
の
法
律
を
遵
守
す
べ
き
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
一
九
八
七
年
の
「
中
華
人
民
共
和
国
・
モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和

国
領
事
条
約
」
に
定
め
ら
れ
て
い
る
財
産
相
続
お
よ
び
遺
産
保
護
に
関

す
る
第
二
九
条
第
四
項
は
、
派
遣
国
国
民
死
亡
後
に
受
入
国
に
遺
し
た

遺
産
中
の
動
産
は
派
遣
国
の
領
事
官
に
引
き
渡
す
べ
き
と
規
定
し
て
い

る
。
建
議
稿
は
中
国
の
現
実
状
況
を
踏
ま
え
て
、
財
産
所
在
地
法
を
採

り
入
れ
、
し
か
も
従
来
の
規
定
を
双
方
化
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う

（
黄
・
前
掲
書
七
四
頁
参
照
）。

七
　
第
四
一
条
「
遺
産
管
理
と
遺
産
債
権
弁
済
」
に
つ
い
て

　

渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
第
三
四
条
は
、「
遺
産
の
管
理
等
の
事

項
に
つ
い
て
は
、
遺
産
の
所
在
地
の
法
律
を
適
用
す
る
。」
と
規
定
し

て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
建
議
稿
第
四
一
条
「
遺
産
管
理
と
遺
産
債
権
弁

済
」
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

　
「
遺
産
管
理
と
遺
産
債
権
返
済
は
、
遺
産
所
在
地
法
を
適
用
す
る
。」

　

本
条
は
、
遺
産
管
理
と
遺
産
債
権
弁
済
に
関
す
る
法
律
適
用
規
定
で

あ
る
。
大
陸
法
系
国
家
と
英
米
法
系
国
家
が
遺
産
相
続
に
関
し
て
異
な

る
立
場
を
採
っ
て
お
り
、
大
陸
法
系
国
家
に
お
い
て
は
、
遺
産
は
、
相

続
人
に
よ
っ
て
直
接
に
相
続
さ
れ
る
。
し
か
し
、
英
米
法
系
国
家
に
お

い
て
は
、
全
て
の
財
産
が
、
ま
ず
、
遺
産
代
理
人
（
遺
言
執
行
人
と
遺

産
管
理
人
を
含
む
）
に
帰
属
す
る
。
遺
産
の
清
算
後
に
、
そ
の
残
っ
た

積
極
財
産
を
相
続
人
に
分
配
し
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
国
際
私
法
上
、
遺
産
管
理
制
度
を
採
用
す
る
国
家
は
、
通
常
、
遺

産
管
理
問
題
が
遺
産
管
理
地
法
に
従
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
遺
産
所
在
地
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
遺
産
管
理
に
つ
い
て
、
ハ
ー

グ
国
際
私
法
会
議
は
、
一
九
七
三
年
に
、「
遺
産
の
国
際
的
管
理
に
関

す
る
条
約
」
を
設
け
て
、
国
際
的
証
明
書
の
制
度
を
規
定
し
て
い
る
。

当
該
条
約
は
、
一
九
七
三
年
か
ら
効
力
を
生
じ
、
目
下
、
チ
ェ
コ
、
イ

タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ロ
ヴ
ェ

ニ
ア
、
ト
ル
コ
、
イ
ギ
リ
ス
の
計
七
個
の
締
約
国
が
あ
る
。
中
国
現
行

立
法
は
、
遺
産
管
理
と
遺
産
債
権
弁
償
問
題
に
関
す
る
法
律
規
定
を
設

け
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
渉
外
遺
産
管
理
と
遺
産
債
権
弁
済
問
題
を
合

理
に
解
決
す
る
た
め
、
本
条
は
遺
産
所
在
地
法
を
採
用
し
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
物
の
所
在
地
法
原
則
が
、
遺
産
管
理
と
遺
産
債
権
問

題
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
黄
・
前
掲
書
七
四
頁
以
下
参

照
）。

八
　
お
わ
り
に

　

以
上
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
現
行
法
と
建
議
稿
の
内
容
は
、
ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
遺
言
の
実
質
的
成
立

要
件
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
建
議
稿

は
、
遺
言
作
成
能
力
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
点
等
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
よ
り
精
緻
で
あ
る
。
現
行
法
が
簡
明
性
を
立
法
の
方
針
と
し

た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
じ
ょ
・
ず
い
せ
い　

東
洋
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
）
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